
令和８年度滋賀県介護支援専門員法定研修一覧（令和８年２月時点） 

研修名 コース 実施時期 
案内

時期 
定 員 受講対象者 時間数 受講料 実 施 機 関 

実務研修 

平日コース 
（会場 15 日間もしくは一部

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ会場 10 日間・実習 3

日程度） 

12～3 月 

10月 合格者 ○実務研修受講試験の合格者 
91 時間 

＋実習 

45,500

円 

滋賀県社会

福祉協議会

（滋賀県社

会福祉研修

センター） 

休日コース 
（一部ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・会場 10 日・

実習 3 日程度） 

12～3 月 

現
任
研
修 

専門 

課程Ⅰ 

※① 

A コース 

（草津会場 9 日間） 
5～7 月 

３月 

中旬 

100名 

○実務現任者（現在、介護支援専門員業務に従

事している者）で、証の有効期間内に実務経

験が専門課程Ⅰでは６ヶ月以上、専門課程Ⅱ

では概ね３年ある者 

※現任研修または更新研

修Ⅰを受講する方のうち、

下記㋐～㋒に該当する方

は、専門課程Ⅰと専門課程

Ⅱの両方を受講する必要

があります。 

㋐今回、初めての更新 

㋑前回、更新研修Ⅱ（実

務未経験者）を受講 

㋒前回、再研修を受講 

 

※前回の更新時に専門課

程Ⅱを受講した方は、専門

課程Ⅰは受講不要です。専

門課程Ⅱのみを受講して

ください。 

56 時間 
28,000

円 
B コース（一部オンデマン

ド・草津会場７日間） 
5～7 月 100名 

C コース（一部ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・草津

会場２日・彦根会場５日間） 
6～7 月 50 名 

専門 

課程Ⅱ 

※② 

A コース（土曜） 

（草津会場 6 日間） 

8～10 月 

４月

中旬 

 

 

100名 

32 時間 
16,000

円 

B コース(一部ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・

彦根会場 4 日間) 
50 名 

C コース（一部ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・

草津会場 4 日間） 
100名 

D コース（一部ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・

草津会場４日間） 9 月下旬

～12 月 

100名 

E コース（一部ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ・彦

根会場４日間） 
50 名 

（
実
務
経
験
者
） 

更
新
研
修
Ⅰ 

専門 

課程Ⅰ 

※① 

現任研修の専門課程Ⅰに準ずる 
○実務現任者で、証の有効期間内に実務経験６ヶ月

(専門課程Ⅱは概ね３年)に満たないが、令和９年

12月 31日までに有効期間満了日を迎える者 

○実務経験者(今は現任でないが、証の有効期間内に

実務経験が１ヵ月以上ある者)で、令和９年 12 月

31日までに有効期間満了日を迎える者 

現任研修の専

門課程Ⅰに準

ずる 

専門 

課程Ⅱ 

※② 

現任研修の専門課程Ⅱに準ずる 

現任研修の専

門課程Ⅱに準

ずる 

更新研修Ⅱ 
(実務未経験者)※③ 

平日コース 
(更新研修Ⅱと再研修は同時

開催。草津会場 9日間もしく

は一部オンデマンド・草津会

場 6 日間) 
7 月下旬

～10 月 

5 月

中旬 

各 

100名 

○証の有効期間内に実務経験がない（実務経験１か月未満）者で、 

有効期間満了日の概ね１年前の者 

55 時間 
27,500

円 

再研修※④ 

休日コース 
(更新研修Ⅱと再研修は同時

開催。一部オンデマンド・草

津会場 6日間） 

○有効期間満了者で、再度、証の交付を受ける者 

○登録から５年以上経過後、証の交付を受ける者 

主任研修 
平日コース 
（一部オンデマンド・会場 9 日間） 

10 月下旬～

3 月上旬 
7 月

下旬 
100名 ○主任介護支援専門員の資格を取得する者（取得を希望する者） 70 時間 

35,000

円 

主任更新研修 
会場及びオンライン 

※⑤ 

A コース 8～9 月 
5 月

下旬 
150名 ○主任介護支援専門員の有効期間を更新する者 

46 時間 

（8 日） 

23,000

円 

滋賀県介護

支援専門員

連絡協議会 B コース 9～12 月 

※

全

コ

ー

ス

同

時

募

集 



令和８年度滋賀県介護支援専門員法定研修一覧（令和８年２月時点）

 
※令和８年２月時点の予定ですので変更になる場合もあります。詳細は決まり次第、県お
よび研修実施機関のホームページ（社会福祉研修センターは研修管理システム）に掲載
します。以下の注意事項等もご確認ください。 

※コースにより一部課目において、オンデマンド形式での受講や会場での講義録画の視聴
を含みます。オンデマンド形式とは、インターネット上に配信された講義動画を、定め
られた期間内で自由な時間にアクセスし視聴できる配信形式です。インターネット環境
やパソコン等端末は各自でご準備ください。動画は、データ容量が大きくなるため、通
信環境の整った場所での利用をお薦めします。 
オンデマンド受講の場合は、会場での受講日数は変わりますが、受講時間数に変更はあ
りません。詳細は、募集時の実施要項にてご確認ください。 

※コースにより、受講者数が定員を大きく下回る場合は、他のコースと合同で行う場合が
あります。 

※現任研修・更新研修Ⅰは、滋賀県登録の方や証の有効期間満了日が近い方を優先して受
講決定します。定員を超過する等の場合、証の有効期間に余裕がある方は受講をお断り
する場合があります。あらかじめご了承ください。 

※更新研修Ⅱ・再研修は、介護支援専門員業務に従事予定の方、及び滋賀県登録の方や証
の有効期間満了日が近い方を優先して受講決定します。定員を超過する等の場合、証の
有効期間に余裕がある方は受講をお断りする場合があります。あらかじめご了承くださ
い。 

※主任研修以外は、受講料の他に別途テキスト代が必要です。 
※【フローチャート】（p11）と合わせてご確認ください。 
 
１．研修の案内等 
各研修の開催案内は、随時、県および研修実施機関のホームページ等に掲載します。案

内の個別送付は行っておりませんので、各自でホームページ等をご確認いただき、研修申
込期間中にもれなくお申込みいただきますようお願いします。 
なお、研修の申込時期等、研修の詳細は、決まり次第、随時ホームページでご案内いた

します。ご自宅でインターネットがご使用いただけない場合、案内を郵送いたしますので
当課までご連絡ください。 
 
２．研修の受講地 
原則として、介護支援専門員の登録を行っている都道府県です。他の都道府県で受講す

る場合、研修の受講地変更の手続が必要です。手続方法は、登録地の都道府県にご確認く
ださい（滋賀県登録の場合、下記の問合せ先までご連絡ください）。 
 
３．研修の修了日 
研修の全科目を修了しなければ、修了証明書は交付されません。令和６年度より、研修

修了日（修了証明書交付日）は、原則として研修最終日（未修了科目の補講がある場合は
補講日も含めた研修最終日）となります。 
研修記録シートは研修最終日から概ね３か月後に必ずご提出ください。 
証の有効期間内に余裕をもって修了できるコースでお申し込みください。 

 
４．主任介護支援専門員研修の受講要件 
利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できている者（研修申込時に居宅サ

ービス計画等を提出していただきます）であり、専門課程Ⅰおよび専門課程Ⅱを修了し、
次の①～④のいずれかに該当する者です。 
①  専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して５年以上(指定居宅介護支援事

業所おける常勤専従の管理者との兼務期間は算定可) 

② ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は認定ケアマネジャーであって専任とし
て従事した期間が通算３年以上(管理者との兼務期間は算定可) 

③ 主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者 
④ その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者（県が適当と認め

る者） 
 
５．主任介護支援専門員更新研修の受講要件 
次の①～⑦のいずれかに該当する者です。主任介護支援門員の有効期間満了日の概ね２

年前から受講できます。（詳細は別表１をご覧ください。） 
①介護支援専門員法定研修の企画や、講師・ファシリテーターの経験がある者(１回でも可) 
②地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年４回以上参加した者 
③日本ケアマネジメント学会および介護支援専門員連絡協議会(日本協会、近畿、県)が主
催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者(共同研究者は非該当) 

④日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー 
⑤介護支援専門員実務研修の実習指導者の実績がある者(主担当のみ対象) 
⑥滋賀県主任介護支援専門員地域同行型実地研修をアドバイザーとして受講した者 
⑦主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有する者であり、県が適当と認める者 
 

【主任更新研修受講要件に関する注意事項】 
※各要件は、令和８年度を含め過去５年の間のうち研修申込時点までに満たすもの
のみ有効です。なお、２回目の主任更新研修を受講する方は、前回の主任更新研
修修了日以降から研修申込時点までに満たすもののみ有効です。 

※要件②について、研修の回数は毎年４回以上が理想ですが、特定の年（例：１月
～12 月、８月～７月等）に４回以上で可です。何日間か続く研修は１日を１回と
数えます。 

※令和７年度から、１回の研修が１時間以上であることが要件となりました。ま
た、情報提供や報告事項と同時に開催される研修においては、合計時間ではな
く、介護支援専門員の資質向上のための内容である研修が１時間以上である場
合に要件を満たします。 

※要件②について、研修として認めるのは、介護支援専門員連絡協議会（日本協会、
近畿、県、圏域ブロック）、日本ケアマネジメント学会、地域包括支援センター・
国・県・市町、社会福祉協議会等が実施する介護支援専門員を主な対象とするも
のであり、介護支援専門員業務の質の向上に真に資するもののみです。 

※要件②の非該当となる研修例：地域ケア会議、事例検討会、他法人の居宅介護支
援事業所と共同して実施する事例検討会や研修会、事業所内研修、地域包括支援
センター職員対象研修(介護予防プラン作成およびケアマネジメントに関する研
修は除く)、多職種を対象とした研修（多職種連携懇談会、多職種連携研究会、多
職種連携事例検討会、多職種連携会議等）、市民講座のように専門職向けでない内
容のもの、内容が意見交換や情報共有のみの研修 

 
６．令和８年度主任介護支援専門員更新研修の受講対象者 

「５．主任介護支援専門員更新研修の受講要件」を満たす者のうち、①令和５年度
までに主任介護支援専門員研修または主任介護支援専門員更新研修を修了した方が対
象です。なお、定員を越えた場合、介護支援専門員証や主任介護支援専門員の有効期
間満了日が近い方を優先して受講決定させていただきます。 

 
(お問合せ先) 滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係 

TEL：077-528-3597 FAX：077-528-4851 


